
 

 

自治会、コミュニティ、各種団体グループの要請に応じて消費生活相談員や専門の講師が

地元に出向いて、消費生活に関する情報を提供します。 

 

【出前先】   宝塚市内   

 

【講座時間】  60分～90分 

 

【費用負担】  ・講師の派遣費用は消費生活センターが負担します。 

・会場の用意や感染予防対策、その他講座に必要な資料の 

印刷等は、申込者でご準備いただきます。 

 

【申込期日】  開催日の 1ヶ月までにお申込みください。 

※新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令された場合には、講座

の実施を中止する場合があります。 

 

【講座の内容】 ・高齢者や一般向け講座 

         還付金詐欺、架空請求、ネット通販トラブル、定期購入、住宅関係の

訪問販売等の悪質商法被害に遭わないための注意や対処法等 

 

        ・若者向け講座 

         成年年齢引き下げに伴う消費者トラブル、マルチ商法等の被害に遭い

やすい事例や被害に遭った時の対処法等 

 

        ・子ども向け講座 

         オンラインゲームの高額請求事例や被害未然防止の注意点、食育・情

報・金銭・環境に関する消費者教育 

  

         ※上記以外の内容についてもご遠慮なくお問い合わせください。 

                        

 

 

 

お申込み・詳細はお電話で 

宝塚市消費生活センター 0797-81-4185 
受付時間 

月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・休日を除く） 


